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令和５年８月教育委員会定例会議事日程 

 

新潟市教育委員会 

日 時 令和５年８月２３日（水） 午前１０時３０分 開会 

場 所 新潟市役所ふるまち庁舎４階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

 

第２ 付議事件 

議案第１１号 令和６年度使用新潟市立高等学校用 

 教科用図書の採択について・・・・・・・・１ 
 

議案第１２号 令和６年度使用新潟市立高志中等教育学校用 

 教科用図書の採択について・・・・・・・・１ 

議案第１３号 教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する 

点検・評価（案）について・・・・・・・・・・別冊 

 

第３ 報告 

・令和５年度全国学力・学習状況調査の結果について・・・・・・・１ 

 

第４ 次回日程 

９月定例会 令和５年９月２５日（月）午後３時３０分 

 

第５ 閉会 
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議案第１１号 

令和６年度使用新潟市立高等学校用教科用図書の採択について 

 

議案第１２号 

令和６年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書の採択について 

議案第１１号及び議案第１２号の教科用図書の採択について、議決を求める。 

令和５年８月２３日提出 

新潟市教育委員会 

教育長 井崎 規之 

 

 

別紙資料のとおり。 
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令和６年度 新潟市立高等学校 
及び中等教育学校後期課程の 
教科用図書の採択について 
 
 

（資料） 
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（ 別紙１ ）

公立高等学校及び中等教育学校後期課程における教科書の採択方法について

１ 採択権限

公立学校で使用される教科書については、 その学校を設置する市町村や都道府県の教

育委員会にある。

（ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律）

第21条 教育委員会は、 当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、 次に掲

げるものを管理し 、 及び執行する。

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること 。

（ 新潟市立学校管理運営に関する規則）

第16条 学校が使用する教科書は、 委員会の採択し たものでなければならない。

２ 採択方法

高等学校の教科書の採択方法については法令上、 具体的な定めはないが、 各学校の実

態に即し て、 公立の高等学校（ 公立大学法人が設置する学校を除く 。） については、 採

択の権限を有する所管の教育委員会が採択を行っている。

教科書採択の流れ（ 毎年実施： 各学校の実態に即した教育活動の実施のため）

① 新潟市教育委員会は、 採択方針を議決し、 各学校に通知する。

↓

② 各学校は、 採択方針に基づき、 教育課程で定められている教科・ 科目について、
教科書採択を希望する教科用図書を選定し、 学校支援課に報告する。

↓

③
学校支援課は、 各学校が選定した教科用図書について審査する。
（ 法令や教育課程等に適合しない場合には各校に指導・ 助言）

↓

④ 新潟市教育委員会（ ８月定例会） において、 審議の上、 採択される。

↓

⑤ 各学校は、 採択された教科書等を自校のホームページで公開する。

↓

⑥ 各都道府県教育委員会が文部科学省へ需要数を報告する。（ 期限： ９ 月16日）

付議4
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（ 別紙２ ）

令和６ 年度使用教科用図書採択に関する基本方針について

令和６年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に関する

基本方針について

１ 教科用図書の採択は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２ １条第６号の規定

によって、 新潟市教育委員会が行うが、 採択に当たっては、 各学校がそれぞれの教育課程

に即し、 教職員の意見や希望が反映されるようにする。

２ 校長に、 その学校に適する教科用図書を次の各項によって選定させ、 その結果を尊重し

て採択する。

(1) 自校の教育課程実施に最も適切であると判断される教科用図書であること。

(2) 文部科学省の教科書編集趣意書等を活用するなど、 教科用図書の比較検討を組織的、

計画的に行うこと。

(3) 選定のための委員会等を設ける場合は、 人選や機構について慎重に考慮し、 責任体

制を明確にすること。

(4) 不当な宣伝や勧誘に左右されることなく 、 公正を確保すること。

令和６年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択に関する

基本方針について

１ 教科用図書の採択は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２ １条第６号の規定

によって、 新潟市教育委員会が行うが、 採択に当たっては、 各学校がそれぞれの教育課程

に即し、 教職員の意見や希望が反映されるようにする。

２ 校長に、 その学校に適する教科用図書を次の各項によって選定させ、 その結果を尊重し

て採択する。

(1) 自校の教育課程実施に最も適切であると判断される教科用図書であること。

(2) 文部科学省の教科書編集趣意書等を活用するなど、 教科用図書の比較検討を組織的、

計画的に行うこと。

(3) 選定のための委員会等を設ける場合は、 人選や機構について慎重に考慮し、 責任体

制を明確にすること。

(4) 不当な宣伝や勧誘に左右されることなく 、 公正を確保すること。
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（ 別紙３ ）

令和６ 年度使用教科書一覧（ 第２ 表）

次の１ ～３ について、 ご留意く ださい。

１ 「 第１ 部」 は、 新学習指導要領による教科書

( 1) 令和４ ・ ５ ・ ６ 年度入学生

（ 中等教育学校においては、 平成31年度及び令和２ ・ ３ 年度入学生）

( 2) 単位制の学校において、 旧学習指導要領による科目を開設することで、 他の生徒の

教育課程の編成に支障をきたす恐れがあり 、 指導上の工夫で、 新学習指導要領による

科目を旧学習指導要領による科目の履修と みなすこと が可能な場合

( 3) 移行措置により 新高等学校学習指導要領によること ができる教科（ 保健体育、芸術、

福祉、 体育、 音楽及び美術）

２ 「 第２ 部」 は、 旧学習指導要領による教科書

「 １ 」 以外の生徒

３ その他

( 1) 「 地図」 は教科書とし て扱う ため、 地理等の授業で使用する場合は、 必ず選定しま

す。

( 2) 学校において、 生徒や学校、 地域の実態及び学科の特色等に応じ 、 特色ある教育課

程の編成に資するよう 、 設けること ができる「 学校設定科目」 で使用する教科用図書

は、「 準教科書」 であり 、 採択の対象外です。
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議案第１３号 

教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・評価報告書の 

議会報告について 

教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・評価報告書の議会報告を、次のと

おりとしたいため議決を求める。 

令和５年８月２３日提出 

新潟市教育委員会 

教育長 井崎 規之 

 

 

別冊のとおり。 
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学年 教　科 新潟市
平均正答率

差
新潟市
令和４年度
平均正答率

令和４年度結
果での全国や
県との差

全国（公立） 67.2 +0.8 +2.2

県 65.9 +2.1 +2.1

全国（公立） 62.5 +0.3 -0.2

県 60.7 +2.1 +1.1

全国（公立） 129.7 +1.1

県 126.6 +4.2

全国（公立） 69.8 +0.2 -1.0

県 69.3 +0.7 0.0

全国（公立） 51.0 -1.0 +0.2

県 48.3 +1.7 +1.6

全国（公立） 45.6 -3.2 +0.2

県 40.5 +1.9 +0.4

全国（公立） 166.4 -4.0

県 158.1 +4.3

学 校 支 援 課
8月定例会報告資料

令和５年度　全国学力・学習状況調査の結果について

全国や県の平均正答率
(県：新潟市を含まない）

小
学
校
６
年

国語 68.0 67.8

算数 62.8 63.0

合計 130.8

◆中学校英語「話すこと」に関しては、8月21日（月）10時に結果提供となります。

英語
（聞くこと・
読むこと・書

くこと）

42.4 56.2

合計 162.4

・この調査は令和５年４月18日に新潟市内の全小・中学校及び高志中等教育学校で行いました。上段
に、小学校６年生の国語・算数・合計、同様にその下に、中学校３年生の結果（中学校は英語も実
施）を示しました。
・今年度も令和４年度と同じく、知識と活用を一体的に問う調査問題です。
・小学校国語と算数、中学校数学では全国・県の正答率を若干上回りました。中学校数学及び英語で
は全国の正答率を下回りました。

中
学
校
３
年

国語 70.0 68.0

数学 50.0 51.6

※英語のみ、令和元年度の調査結果を記載しています。

※

報告１


